
 
 
 

 

野洲市発達支援センターの移転整備について 

【移転整備予定の所在地】 

野洲市小篠原１７８０番地 

【整備の手法】 

人権センター（旧児童館を除く。）の改修 

【整備までのスケジュール案】 

２０２２年(平成３４年)４月の開所をめざし、２０１９年度(平成３１年度)に基本設計業務に取り掛かります。開

所までの改修工事等一連の業務スケジュールは、以下のとおりです。 
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引越し作業    開所（４月）  
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解体設計業務      

解体工事・監理業務      

用地処分（売却）      

※ 現人権センターの移転 

現人権センターは、市民交流センターへ移転する計画であり、所管部署において２０２１年度(平成３３年度)

からの移転を前提に地元自治会（和田、北比江）と協議を進めています。 

【改修整備の概要】 

（1） 発達支援センター 

１階／事務所(ふれあい教育相談センターと共用)、遊戯室、相談室、医務室、静養室、調理室、観察室等 

２階／指導訓練室、検査室、相談室 

（2） ふれあい教育相談センター 

１階／事務所(発達支援センターと共用) 、２階／適応指導教室、ことばの教室、相談室等 

【新発達支援センターの業務・機能】 

発達支援センターとふれあい教育相談センターを一体的に整備し、これらの業務・機能は、次のとおりです。 

（1） 発達支援センター 

相談支援、発達支援、就労支援、研修・啓発を行います。中でも①障がいの早期発見と保護者支援の充

実、②支援者・機関へのコンサルテーションの強化、③就園前の療育による早期からの発達支援など幼少

期からの早期支援の機能強化を図ります。併せて、第１期野洲市障がい児福祉計画にうたう「児童発達支

援センター」の設置に向けた施設整備を行います。 

（2） ふれあい教育相談センター 

ことばやいじめをはじめとする教育に関する相談及び不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向け

た支援の場として、子どもたちの健やかな成長を促進します。 
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野洲市発達支援センター・野洲市ふれあい教育相談センターの主な事業の利用状況野洲市発達支援センター・野洲市ふれあい教育相談センターの主な事業の利用状況野洲市発達支援センター・野洲市ふれあい教育相談センターの主な事業の利用状況野洲市発達支援センター・野洲市ふれあい教育相談センターの主な事業の利用状況

１．発達支援センター・ふれあい教育相談センターの主な事業の利用者数１．発達支援センター・ふれあい教育相談センターの主な事業の利用者数１．発達支援センター・ふれあい教育相談センターの主な事業の利用者数１．発達支援センター・ふれあい教育相談センターの主な事業の利用者数

発達支援センター・ふれあい教育相談センター事業の利用者数は、年々増加しています。

延（人）
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

発達支援センター事業 6,989 7,052 7,542 9,071 8,411

ふれあい教育相談センター事業 1,751 1,910 1,645 1,339 1,943

合計合計合計合計 8,740 8,962 9,187 10,410 10,354

２．事業別利用状況２．事業別利用状況２．事業別利用状況２．事業別利用状況

　　（１）発達支援センター事業　　　（１）発達支援センター事業　　　（１）発達支援センター事業　　　（１）発達支援センター事業　

①療育教室（にこにこ教室） （人）
対象年齢 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

実人数 69 70 69 69 60

延人数 1,909 1,919 1,841 2,169 1,954

②その他の事業 延（人）

事業名 対象年齢 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

おやこ教室
１～3歳未満
（未就園児）

120 102 108 97 101

保育所等訪問支援　（H26～） 6 34 48 4

障がい児相談支援　（H28～） 70 61

相談支援・巡回発達相談 乳幼児～成人 4,050 4,619 5,164 6,386 5,975

研修・啓発 ― 910 406 395 301 316

5,080 5,133 5,701 6,902 6,457

　　（２）ふれあい教育相談センター事業　　　（２）ふれあい教育相談センター事業　　　（２）ふれあい教育相談センター事業　　　（２）ふれあい教育相談センター事業　 延（人）

事業名 対象年齢 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

ことばの教室 就学前 665 664 832 675 899

適応指導教室（ドリーム教室） 446 596 231 211 521

こころの教育相談 640 650 582 453 523

1,751 1,910 1,645 1,339 1,943小計

０～6歳未満

０～6歳未満

小・中学生
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・現在、発達障がいの概念の普及につれて増加する療育対象児に対応するため、１人の利用する療育回数を調整し

て対応してきました。

・新発達支援センターでは、療育グループ（1～3歳児）を1日1グループから2グループにして、特に在宅児（1.2歳児）

の療育回数を増やすことで、療育効果を上げ、学齢期へのスムーズな移行を目指します。
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